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定款の一部変更に関するお知らせ  

 

当社は、平成20年5月15日開催の取締役会において、平成20年6月27日開催予定の第6回定

時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更を付議することを決議いたしましたので、お

知らせいたします。  

 

記  

１．変更の理由  

当社取締役会は、当社の企業価値および株主共同の利益を毀損する不適切な大規模取得

行為を防止し、もって当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるために、新

株予約権の無償割当てを用いた買収防衛策（以下「本対応策」といいます。）を導入する

ことが、当社にとって必要と考えております。  

新株予約権の無償割当てに関する事項は、会社法により取締役会の決議のみをもって決

定することが可能でありますが、買収防衛策の一環としての新株予約権の無償割当てを行

う場合につきましては、株主の皆様の意思に基づいて決定することを法的に明確にさせる

ため、取締役会決議のみをもって行うのではなく、株主総会決議又は株主総会の委任に基

づく取締役会決議により決定できる旨の規定として当社定款第21条を新設するものであり

ます。  

 

２．変更の内容  

変更の内容は別紙のとおりです。  

なお、本対応策についての詳細は、本日別途公表いたしました「当社株式の大量取得行

為に関する対応策（買収防衛策）の導入について」をご参照ください。  

 

３．日程  

定款変更のための株主総会開催日  平成20年6月27日  

定款変更の効力発生日       平成20年6月27日  

以 上  



（別紙） 

 

変更の内容  

変更の内容は以下のとおりであります。  

（下線は変更部分であります）  

現行定款  変更案  

（新 設）   (新株予約権無償割当ての決定機関等) 

第 21 条 当会社は、新株予約権の無償割当て

に関する事項については、取締役会の決議

によるほか、株主総会の決議、又は株主総

会の決議による委任に基づく取締役会の決

議により決定する。 

2 当会社は、当会社の株式の大量取得

行為に関する対応策の一環として、

前項に基づき新株予約権の無償割当

てに関する事項を決定するにあたっ

ては、新株予約権の内容として、次

の事項を定めることができる。 

(1) 当該対応策に定める一定の者

(以下｢特定買付者｣という。)

が新株予約権を行使すること

ができないこと。 

(2) 当会社が当該新株予約権

を取得する際に、これと引き換え

に交付する対価の有無及び内容

について、特定買付者と特定買付

者以外の者とで別異に取扱うこ

とができること。

第21条 

～      （条文省略） 

第42条  

第22条 

～       （現行どおり） 

第43条  

 

以 上 


